
 

平成２９年３月３日 愛教研理事会で一部変更 
 

 

 

 

愛
教
研
行
事
に
関
す
る
警
報
発
表
時
の
対
応
に
つ
い
て 

 

一 

対
象
と
す
る
警
報 

 
 

「
暴
風
を
伴
う
警
報
」
及
び
「
特
別
警
報
」 

二 
警
報
発
表
時
の
対
応 

○ 
県
内
全
域
に
発
表
さ
れ
た
と
き 

 
 

行
事
は
中
止
す
る
。
後
日
の
開
催
等
に
つ
い
て
は
、
後
で
対
応 

 
 

を
関
係
者
で
協
議
し
、
関
係
者
に
連
絡
す
る
。 

○ 

地
域
を
限
定
し
て
発
表
さ
れ
た
と
き 

 
 

「
南
予
の
み
」
な
ど
地
域
が
限
定
さ
れ
て
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場 

 
 

合
は
、
行
事
を
担
当
す
る
局
長
が
、
会
長
や
事
務
局
と
協
議
し
て 

 
 

決
定
す
る
。
そ
の
後
、
関
係
者
に
連
絡
す
る
。 

※ 

大
雨
、
洪
水
、
大
雪
、
津
波
な
ど
の
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
の 

出
席
に
つ
い
て
は
、
気
象
状
況
等
を
考
慮
し
、
個
人
が
判
断
す
る
。 

 


